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政 府 調 達 に 関 す る 苦 情 の 処 理 手 続

平 成 2 6年 ６ 月 2 3日

会 計 管 理 局 会 計 課

第 １ 宮 崎 県 政 府 調 達 苦 情 検 討 委 員 会

１ 宮 崎 県 政 府 調 達 苦 情 検 討 委 員 会 （ 以 下 「 委 員 会 」 と い う ｡ ）

は 、 苦 情 を 文 書 で 受 理 し 、 調 達 機 関 に よ る 当 該 苦 情 に 係 る 調 達

の い か な る 側 面 に 関 し て も 事 実 関 係 を 調 査 し 、 調 達 機 関 に 対 す

る 提 案 を 行 う 。

２ 申 し 立 て ら れ た 苦 情 に 関 し て 利 害 関 係 を 持 つ と 認 め ら れ る 委

員 は 、 当 該 苦 情 の 検 討 に 参 加 す る こ と が で き な い 。

第 ２ 苦 情 の 申 立 て

１ 供 給 者 （ 調 達 機 関 が 製 品 又 は サ ー ビ ス の 調 達 を 行 っ た 際 に 当

該 製 品 又 は サ ー ビ ス の 提 供 を 行 っ た 者 及 び 行 う こ と が 可 能 で あ

っ た 者 を い う 。 以 下 同 じ ｡ ） は 、 地 方 公 共 団 体 の 物 品 等 又 は 特

定 役 務 の 調 達 手 続 の 特 例 を 定 め る 政 令 （ 平 成 ７ 年 政 令 第 3 7 2号

） 第 １ 条 に 規 定 す る 2 0 1 2年 ３ 月 3 0日 ジ ュ ネ ー ブ で 作 成 さ れ た 政

府 調 達 に 関 す る 協 定 を 改 正 す る 議 定 書 に よ っ て 改 正 さ れ た 1 9 9 4

年 ４ 月 1 5日 マ ラ ケ シ ュ で 作 成 さ れ た 政 府 調 達 に 関 す る 協 定 、 経

済 上 の 連 携 に 関 す る 日 本 国 と 欧 州 連 合 と の 間 の 協 定 そ の 他 の 国

際 約 束 （ 以 下 「 協 定 等 」 と い う ｡ ） の 規 定 に 反 す る 形 で 調 達 が

行 わ れ た と 判 断 す る 場 合 に は 、 委 員 会 に 対 し 、 書 面 に よ り 苦 情

を 申 し 立 て る こ と が で き る 。

供 給 者 が 、 協 定 等 の 違 反 が あ る と 考 え る 場 合 に は 、 ま ず 、 当

該 調 達 を 行 っ た 機 関 と の 間 で 協 議 を 行 い 、 解 決 を 求 め る こ と が

奨 励 さ れ る 。

２ 供 給 者 が 協 定 等 の 違 反 が あ る と 考 え 、 調 達 機 関 に 対 し 協 議 を

行 い た い 旨 申 し 出 た 場 合 に は 、 当 該 調 達 機 関 は 当 該 供 給 者 と 速

や か に 協 議 を 行 い 、 苦 情 を 解 決 す る よ う 努 め な け れ ば な ら な い 。

第 ３ 期 間

１ こ の 処 理 手 続 に お い て 、 日 数 の 計 算 は 、 特 に 規 定 の な い 限 り

暦 日 に よ る 。

２ こ の 処 理 手 続 に お い て 、 作 業 日 と は 、 県 の 休 日 で な い 日 を い

う 。

３ こ の 処 理 手 続 に お い て 、 期 間 の 初 日 は 算 入 し な い 。

４ こ の 処 理 手 続 に お い て 、 期 間 の 末 日 が 県 の 休 日 に 当 た る と き

は 、 期 間 は そ の 翌 日 に 満 了 す る 。

第 ４ 参 加 者

１ 苦 情 の 申 立 て が あ っ た 場 合 、 当 該 苦 情 に 係 る 調 達 に 利 害 関 係

を 持 つ 全 て の 供 給 者 は 、 苦 情 処 理 手 続 に 参 加 す る こ と が で き る 。
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２ 苦 情 の 申 立 て が あ っ た 場 合 、 当 該 苦 情 に 係 る 調 達 を 行 っ た 機

関 （ 以 下 「 関 係 調 達 機 関 」 と い う ｡ ） は 、 苦 情 処 理 手 続 に 参 加

し な け れ ば な ら な い 。

３ 苦 情 の 申 立 て が あ っ た 場 合 、 当 該 苦 情 に 係 る 調 達 に 利 害 関 係

を 持 つ 供 給 者 で あ っ て 当 該 苦 情 処 理 手 続 に 参 加 を 希 望 す る も の

は 、 第 ５ の ６ に 定 め る 公 示 後 ５ 日 以 内 に 参 加 の 意 思 を 委 員 会 に

通 知 し な け れ ば な ら ず 、 当 該 供 給 者 で あ っ て 通 知 を 行 っ た も の

（ 以 下 「 参 加 者 」 と い う ｡ ） は 、 こ の 処 理 手 続 の 適 用 を 受 け る 。

４ ３ の 規 定 に よ る 参 加 の 通 知 は 、 い つ で も 取 り 下 げ る こ と が で

き る 。

第 ５ 苦 情 の 検 討 の 手 続

１ 供 給 者 は 、 調 達 手 続 の い ず れ の 段 階 で あ っ て も 、 協 定 等 の い

ず れ か の 規 定 に 反 す る 形 で 調 達 が 行 わ れ た と 判 断 す る 場 合 に は

、 苦 情 の 原 因 と な っ た 事 実 を 知 り 、 又 は 合 理 的 に 知 り 得 た と き

か ら 1 0日 以 内 に 、 書 面 に よ り 委 員 会 へ 苦 情 を 申 し 立 て る こ と が

で き る 。 委 員 会 は 、 苦 情 の 申 立 て の あ っ た 後 直 ち に 、 そ の 写 し

を 関 係 調 達 機 関 に 送 付 す る 。

２ 委 員 会 は 、 苦 情 申 立 て の 書 類 に 不 備 が あ る と 認 め る と き は 、

当 該 苦 情 を 申 し 立 て た 者 に 対 し 、 そ の 補 正 を 求 め る こ と が で き

る 。 こ の 場 合 に お い て 、 不 備 が 軽 微 な も の で あ る と き は 、 委 員

長 は 職 権 で 補 正 す る こ と が で き る 。

３ 委 員 会 は 、 原 則 と し て 、 申 立 て 後 1 0作 業 日 以 内 に 苦 情 に つ い

て 検 討 し 、 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 場 合 に は 、 書 面 に よ

り 理 由 を 付 し て 却 下 す る こ と が で き る 。

⑴ 遅 れ て 申 立 て が 行 わ れ た 場 合

⑵ 協 定 等 と 無 関 係 な 場 合

⑶ 軽 微 な 又 は 無 意 味 な 場 合

⑷ 供 給 者 か ら の 申 立 て で な い 場 合

⑸ そ の 他 委 員 会 に よ る 検 討 が 適 当 で な い 場 合

４ 関 係 調 達 機 関 は 、 申 し 立 て ら れ た 苦 情 が 却 下 さ れ る べ き と 判

断 す る 場 合 に は 、 委 員 会 に 対 し 、 書 面 に よ り 理 由 を 付 し て 却 下

す べ き 旨 申 し 出 る こ と が で き る 。

５ 委 員 会 は 、 苦 情 の 申 立 て が 遅 れ て 行 わ れ て も 、 正 当 な 理 由 が

あ る と 認 め る 場 合 に は 当 該 申 立 て を 受 理 す る こ と が で き る 。

６ 委 員 会 は 、 苦 情 が 正 当 に 申 し 立 て ら れ た と 認 め 、 申 立 て を 受

理 し た 場 合 に は 、 当 該 苦 情 を 申 し 立 て た 者 （ 以 下 「 苦 情 申 立 人

」 と い う ｡ ） 及 び 関 係 調 達 機 関 に 対 し そ の 旨 を 直 ち に 文 書 で 通

知 す る と と も に 、 委 員 長 の 定 め る と こ ろ に よ り 公 示 を 行 う 。

７ 契 約 締 結 又 は 契 約 執 行 の 停 止

⑴ 委 員 会 は 、 原 則 と し て 、 契 約 締 結 に 至 る 前 の 段 階 で の 苦 情

申 立 て に つ い て は 、 関 係 調 達 機 関 に 対 し 苦 情 処 理 に 係 る 期 間

内 は 契 約 を 締 結 す べ き で な い 旨 の 要 請 を 、 申 立 て 後 1 2作 業 日

以 内 に 速 や か に 文 書 で 行 う 。
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⑵ 委 員 会 は 、 原 則 と し て 、 契 約 締 結 後 1 0日 以 内 に 行 わ れ た 苦

情 申 立 て に つ い て は 、 関 係 調 達 機 関 に 対 し 苦 情 処 理 に 係 る 期

間 内 は 契 約 執 行 を 停 止 す べ き で あ る 旨 の 要 請 を 速 や か に 文 書

で 行 う 。

⑶ 委 員 会 は 、 緊 急 か つ や む を 得 な い 状 況 に あ る た め 、 契 約 を

締 結 す べ き で な い 旨 又 は 契 約 執 行 を 停 止 す べ き で あ る 旨 の 要

請 を 関 係 調 達 機 関 に 対 し て 行 わ な い と 決 定 し た 場 合 に は 、 そ

の 旨 を 理 由 と と も に 直 ち に 苦 情 申 立 人 に 文 書 で 通 知 す る 。

⑷ 関 係 調 達 機 関 は 、 委 員 会 か ら 契 約 を 締 結 す べ き で な い 旨 又

は 契 約 執 行 を 停 止 す べ き で あ る 旨 の 要 請 を 受 け た 場 合 に は 、

速 や か に こ れ に 従 う 。

⑸ ⑷ の 場 合 に お い て 、 関 係 調 達 機 関 の 長 が 緊 急 か つ や む を 得

な い 状 況 に あ る た め 、 機 関 と し て 委 員 会 の 要 請 に 従 う こ と が

で き な い と 判 断 す る 場 合 に は 、 そ の 旨 を 理 由 と と も に 直 ち に

委 員 会 に 文 書 を も っ て 通 知 し な け れ ば な ら な い 。 委 員 会 は 、

当 該 通 知 の あ っ た 後 直 ち に 当 該 文 書 の 写 し を 苦 情 申 立 人 に 送

付 す る 。

⑹ ⑸ の 通 知 が あ っ た 場 合 に は 、 委 員 会 は 、 当 該 理 由 が 認 め る

に 足 り る も の か ど う か を 判 断 し 、 そ の 結 果 を 直 ち に 苦 情 申 立

人 及 び 関 係 調 達 機 関 に 文 書 を も っ て 通 知 し な け れ ば な ら な い 。

８ 検 討

⑴ 委 員 会 は 、 苦 情 申 立 人 及 び 関 係 調 達 機 関 に 対 し 説 明 、 主 張

、 文 書 の 提 出 等 を 求 め 、 こ れ に 基 づ き 、 苦 情 に つ い て の 検 討

を 行 う 。

⑵ 関 係 調 達 機 関 は 、 公 共 の 利 益 を 害 し 、 又 は 公 務 の 遂 行 に 著

し い 支 障 を 生 じ る お そ れ の あ る 場 合 を 除 き 、 説 明 、 主 張 、 文

書 の 提 出 等 を 拒 む こ と が で き な い 。

⑶ 委 員 会 は 、 説 明 、 主 張 、 文 書 の 提 出 等 が 、 公 共 の 利 益 を 害

し 、 又 は 公 務 の 遂 行 に 著 し い 支 障 を 生 じ る お そ れ の あ る 場 合

に 該 当 す る か ど う か の 判 断 を す る た め 必 要 が あ る と 認 め る と

き は 、 関 係 調 達 機 関 に 説 明 、 主 張 、 文 書 の 提 示 等 を さ せ る こ

と が で き る 。 こ の 場 合 に お い て は 、 何 人 も 、 そ の 説 明 、 主 張

、 文 書 等 の 開 示 を 求 め る こ と が で き な い 。

⑷ 委 員 会 は 、 受 理 し た 苦 情 に 係 る 調 達 に 関 し て 裁 判 所 に 対 し

訴 え が 提 起 さ れ た 場 合 で あ っ て も 、 当 該 訴 え の 提 起 に か か わ

ら ず 、 こ の 処 理 手 続 の 定 め る と こ ろ に よ り 苦 情 に つ い て の 検

討 を 行 う 。

⑸ 苦 情 申 立 人 、 参 加 者 及 び 関 係 調 達 機 関 は 、 委 員 会 が 検 討 の

結 果 を 取 り ま と め る 前 に 、 委 員 会 に 出 席 し 、 意 見 を 述 べ る こ

と が で き る 。

⑹ 苦 情 申 立 人 、 参 加 者 及 び 関 係 調 達 機 関 は 、 弁 護 士 又 は 委 員

会 の 承 認 を 得 た 者 を 代 理 人 と す る こ と が で き る 。

⑺ ⑹ の 承 認 は 、 い つ で も 取 り 消 す こ と が で き る 。

⑻ 代 理 人 の 権 限 は 、 書 面 を も っ て 証 明 し な け れ ば な ら な い 。
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⑼ 代 理 人 が ２ 人 以 上 あ る と き は 、 各 人 が 本 人 を 代 理 す る 。

⑽ 苦 情 申 立 人 、 参 加 者 、 関 係 調 達 機 関 及 び 代 理 人 は 、 委 員 会

の 承 認 を 得 て 、 補 佐 人 と と も に 出 席 す る こ と が で き る 。

⑾ ⑽ の 承 認 は 、 い つ で も 取 り 消 す こ と が で き る 。

⑿ 苦 情 申 立 人 、 参 加 者 及 び 関 係 調 達 機 関 は 、 当 該 苦 情 の 申 立

て に 関 し て 開 催 さ れ る 委 員 会 に お け る 互 い の 陳 述 を 傍 聴 す る

こ と が で き る 。 た だ し 、 委 員 会 が 傍 聴 が 適 当 で は な い と 判 断

す る 場 合 は 、 こ の 限 り で な い 。

⒀ 委 員 会 は 、 そ の 判 断 に よ り 、 証 人 を 出 席 さ せ る こ と が で き

る 。

⒁ 苦 情 申 立 人 、 参 加 者 及 び 関 係 調 達 機 関 は 、 委 員 会 に お い て

自 ら が 行 う 意 見 若 し く は 報 告 の 陳 述 を 公 開 で 行 う こ と 又 は 証

人 の 出 席 を 求 め る こ と が で き る 。 こ の 場 合 に お い て 、 委 員 会

は 、 原 則 と し て 、 そ の 求 め に 応 ず る も の と す る 。 た だ し 、 意

見 若 し く は 報 告 の 陳 述 又 は 証 人 の 出 席 は 、 苦 情 申 立 人 、 参 加

者 、 関 係 調 達 機 関 そ の 他 の 調 達 に 利 害 関 係 を 持 つ 者 の 営 業 上

の 秘 密 、 製 造 過 程 、 知 的 財 産 そ の 他 当 該 者 に 関 す る 商 業 上 の

秘 密 情 報 の 保 護 に 配 慮 さ れ た も の で な け れ ば な ら な い 。

⒂ 委 員 会 は 、 苦 情 申 立 人 若 し く は 関 係 調 達 機 関 の 要 請 に よ り

、 又 は 委 員 会 自 ら の 発 意 に よ り 、 苦 情 の 内 容 に つ い て 公 聴 会

を 開 く こ と が で き る 。

⒃ 委 員 会 は 、 必 要 に 応 じ 、 検 討 の 対 象 と な る 調 達 に 関 し 識 見

を 持 つ 技 術 者 等 よ り 意 見 を 聴 く こ と が で き る 。 こ の 場 合 に お

い て 、 当 該 技 術 者 等 は 、 当 該 調 達 に 関 し て 実 質 的 な 利 害 関 係

を 持 つ 者 で あ っ て は な ら な い 。

９ １ に よ る 苦 情 申 立 て は 、 い つ で も 取 り 下 げ る こ と が で き る 。

1 0 関 係 調 達 機 関 の 報 告 書

⑴ 関 係 調 達 機 関 は 、 申 し 立 て ら れ た 苦 情 が 委 員 会 に 受 理 さ れ

た 場 合 、 当 該 苦 情 の 写 し が 当 該 関 係 調 達 機 関 に 送 付 さ れ た 後

1 4日 以 内 に 、 委 員 会 に 対 し 以 下 の 事 項 を 含 む 苦 情 に 係 る 調 達

に 関 す る 報 告 書 を 提 出 し な け れ ば な ら な い 。

ア 当 該 苦 情 に 係 る 調 達 に 関 連 す る 仕 様 書 、 そ の 一 部 を 含 む

入 札 書 類 そ の 他 の 文 書

イ 関 連 す る 事 実 、 判 明 し た 事 実 並 び に 関 係 調 達 機 関 の 行 為

及 び 提 案 を 明 記 し 、 か つ 、 苦 情 事 項 の 全 て に 答 え て い る 説

明 文

ウ 苦 情 を 解 決 す る 上 で 必 要 と な り 得 る 追 加 的 事 項 又 は 情 報

⑵ 委 員 会 は 、 ⑴ に 定 め る 報 告 書 を 受 領 し た 後 直 ち に 苦 情 申 立

人 及 び 参 加 者 に 対 し 、 当 該 報 告 書 の 写 し を 送 付 す る と と も に

、 当 該 写 し を 受 領 し た 後 ７ 日 以 内 に 、 委 員 会 に 意 見 又 は 当 該

報 告 書 に 基 づ き 苦 情 の 検 討 を 希 望 す る 旨 の 要 望 を 提 出 す る 機

会 を 与 え る 。 委 員 会 は 、 当 該 意 見 又 は 要 望 を 受 領 し た 後 直 ち

に 、 そ の 写 し を 関 係 調 達 機 関 に 送 付 す る 。

⑶ 委 員 会 は 、 調 達 に 利 害 関 係 を 持 つ 者 の 同 意 が あ っ た 場 合 を

除 き 、 当 該 者 の 営 業 上 の 秘 密 、 製 造 過 程 、 知 的 財 産 そ の 他 当
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該 者 が 提 出 し た 商 業 上 の 秘 密 情 報 を 第 三 者 に 開 示 し な い 。

第 ６ 検 討 の 結 果 及 び 提 案

１ 委 員 会 は 、 苦 情 が 申 し 立 て ら れ た 後 9 0日 以 内 （ 公 共 事 業 に 係

る 苦 情 申 立 て に つ い て は 、 5 0日 以 内 ） に 、 検 討 の 結 果 の 報 告 書

を 文 書 で 作 成 す る 。 委 員 会 は 、 当 該 報 告 書 に お い て 、 検 討 の 結

果 の 根 拠 に 関 す る 説 明 と と も に 、 苦 情 の 全 部 又 は 一 部 を 認 め る

か 否 か を 明 ら か に す る と と も に 、 調 達 の 手 続 が 協 定 等 の 規 定 に

反 し て 行 わ れ た も の か 否 か を 明 ら か に す る 。

２ 委 員 会 は 、 協 定 等 に 定 め る 措 置 が 実 施 さ れ て い な い と 認 め る

場 合 に は 、 以 下 の 一 又 は 二 以 上 を 含 む 適 切 な 是 正 策 を 提 案 す る

た め 、 報 告 書 と と も に 提 案 書 を 文 書 で 作 成 す る 。

⑴ 新 た に 調 達 手 続 を 行 う 。

⑵ 調 達 条 件 は 変 え ず 、 再 度 調 達 を 行 う 。

⑶ 調 達 を 再 審 査 す る 。

⑷ 他 の 供 給 者 を 契 約 締 結 者 と す る 。

⑸ 契 約 を 破 棄 す る 。

３ 委 員 会 は 、 検 討 の 結 果 及 び 提 案 を 作 成 す る に 当 た り 、 調 達 手

続 に お け る 瑕 疵 の 程 度 、 全 部 又 は 一 部 の 供 給 者 に 与 え た 不 利 益

な 影 響 の 程 度 、 協 定 等 の 趣 旨 の 阻 害 の 程 度 、 苦 情 申 立 人 及 び 関

係 調 達 機 関 の 誠 意 、 当 該 調 達 に 係 る 契 約 の 履 行 の 程 度 、 当 該 提

案 が 調 達 機 関 に 与 え る 負 担 、 当 該 調 達 の 緊 急 性 、 関 係 調 達 機 関

の 業 務 に 対 す る 影 響 そ の 他 の 当 該 調 達 に 関 す る 状 況 を 考 慮 す る

も の と す る 。

４ 委 員 が 少 数 意 見 の 公 表 を 求 め た 場 合 に は 、 委 員 会 は 少 数 意 見

を 報 告 書 に 付 記 す る こ と が で き る 。

５ 委 員 会 は 、 報 告 書 及 び 提 案 書 を 作 成 し た 後 直 ち に 苦 情 申 立 人

、 関 係 調 達 機 関 及 び 参 加 者 に 送 付 す る 。

６ 関 係 調 達 機 関 は 、 原 則 と し て 、 関 係 調 達 機 関 自 身 の 決 定 と し

て 、 正 当 に 申 し 立 て ら れ た 苦 情 に 係 る 委 員 会 の 提 案 に 従 う も の

と す る 。 関 係 調 達 機 関 は 、 提 案 に 従 わ な い と の 判 断 を 行 っ た 場

合 に は 、 提 案 書 を 受 領 し た 後 1 0日 以 内 （ 公 共 事 業 に 係 る 苦 情 申

立 て に つ い て は 、 6 0日 以 内 ） に 、 理 由 を 付 し て 委 員 会 に 報 告 し

な け れ ば な ら な い 。

７ 委 員 会 は 、 検 討 の 結 果 及 び 提 案 に 関 す る 外 部 か ら の 照 会 に 応

じ る 。

８ 委 員 会 は 、 申 し 立 て ら れ た 苦 情 を 検 討 す る 際 に 当 該 苦 情 に 係

る 調 達 に 関 し て 法 律 に 違 反 す る 不 正 又 は 行 為 の 証 拠 を 発 見 し た

場 合 に は 、 適 当 な 執 行 当 局 に よ る 措 置 を 求 め る た め 、 当 該 執 行

当 局 に 通 報 す る 。

第 ７ 迅 速 処 理

１ 委 員 会 は 、 苦 情 申 立 人 又 は 関 係 調 達 機 関 か ら 文 書 で 苦 情 の 迅

速 な 処 理 の 要 請 が あ っ た 場 合 に は 、 こ の 項 に 定 め る 迅 速 処 理 の

手 続 に 従 っ て 苦 情 処 理 を 行 う か 否 か を 決 定 す る 。

か し
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２ 委 員 会 は 、 迅 速 処 理 の 要 請 を 受 理 し た 後 直 ち に 迅 速 処 理 を 適

用 す る か 否 か を 決 定 し 、 苦 情 申 立 人 、 関 係 調 達 機 関 及 び 参 加 者

に 対 し 、 そ の 決 定 の 結 果 及 び そ の 理 由 を 通 知 す る 。

３ 迅 速 処 理 が 適 用 さ れ る 場 合 の 期 限 及 び 手 続 は 、 次 の と お り と

す る 。

⑴ 関 係 調 達 機 関 は 、 委 員 会 か ら 迅 速 処 理 が 適 用 さ れ る 旨 の 通

知 を 受 け た 後 ６ 作 業 日 以 内 に 、 第 ５ の 1 0に 定 め る 報 告 書 を 委

員 会 に 提 出 す る 。 委 員 会 は 、 当 該 報 告 書 を 受 領 し た 後 直 ち に

、 苦 情 申 立 人 及 び 参 加 者 に 対 し 、 そ の 写 し を 送 付 す る と と も

に 、 当 該 写 し を 受 領 し た 後 ５ 日 以 内 に 、 委 員 会 に 意 見 又 は 当

該 文 書 に 基 づ き 事 実 判 断 を 希 望 す る 旨 の 要 望 を 提 出 す る 機 会

を 与 え る 。 委 員 会 は 、 当 該 意 見 又 は 要 望 を 受 領 し た 後 直 ち に

、 そ の 写 し を 関 係 調 達 機 関 に 送 付 す る 。

⑵ 委 員 会 は 、 苦 情 が 申 し 立 て ら れ た 後 4 5日 以 内 （ 公 共 事 業 並

び に 電 気 通 信 機 器 及 び 医 療 技 術 製 品 並 び に こ れ ら に 係 る サ ー

ビ ス に 係 る 苦 情 申 立 て に つ い て は 、 2 5日 以 内 ） に 、 検 討 の 結

果 の 報 告 書 及 び 提 案 書 を 文 書 で 作 成 す る 。

第 ８ 苦 情 の 受 付 及 び 処 理 の 状 況 の 公 表

知 事 は 、 政 府 調 達 に 係 る 苦 情 の 受 付 及 び 処 理 の 状 況 を 取 り ま と

め 、 そ の 概 要 を 定 期 的 に 公 表 す る 。

第 ９ 調 達 に 係 る 文 書 の 保 存

調 達 機 関 は 、 苦 情 の 処 理 手 続 に 資 す る た め 、 協 定 等 の 対 象 と な

る 調 達 を 行 っ た 場 合 に は 、 当 該 調 達 に 係 る 契 約 の 日 か ら ３ 年 間 （

公 共 事 業 並 び に 電 気 通 信 機 器 及 び 医 療 技 術 製 品 並 び に こ れ ら に 係

る サ ー ビ ス に 係 る 場 合 に あ っ て は 、 ５ 年 間 ） 、 当 該 調 達 に 係 る 文

書 （ 電 子 的 手 段 に よ る 当 該 調 達 の 実 施 に 関 す る 履 歴 を 適 切 に 確 認

す る た め の デ ー タ を 含 む ｡ ） を 保 存 し な け れ ば な ら な い 。

第 1 0 適 用

協 定 等 に 定 め る 適 用 基 準 額 の 邦 貨 換 算 額 に つ い て は 、 地 方 公 共

団 体 の 物 品 等 又 は 特 定 役 務 の 調 達 手 続 の 特 例 を 定 め る 政 令 第 ３ 条

第 １ 項 に 規 定 す る 総 務 大 臣 の 定 め る 区 分 に 応 じ 総 務 大 臣 の 定 め る

額 に よ る も の と す る 。

附 則 （ 平 成 2 6年 ６ 月 2 3日 ）

こ の 処 理 手 続 は 、 公 表 の 日 か ら 施 行 す る 。

附 則 （ 平 成 3 1年 ２ 月 １ 日 ）

こ の 処 理 手 続 は 、 平 成 3 1年 ２ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。

附 則 （ 令 和 ３ 年 １ 月 2 8日 ）

こ の 処 理 手 続 は 、 公 表 の 日 か ら 施 行 す る 。


